
 

《 編 集 後 記 》
 

◆バラ講座◆ 

●と  き      2 月 １日 （日） 13:30-15:30 

●内  容      １年を通したバラの手入れ方法 

            及びバラ花壇の作り方 

            バラと草花、樹木との混植方法 

●対  象      初心者～上級者 

●参加費      500円 

●問い合わせ   宮川ローズガーデンクラブ 

            0９0-2513-9544 

 

◆楽しく英語で話しませんか◆ 

●と  き      2 月 7 日 （土） 

                    21 日 （土） 14:00-16:00 

●内  容      自分考えを限られた時間内に英語で 

            伝える練習 

●対  象      一般市民 

●参加費      見学無料 

●問い合わせ   飯塚トーストマスターズ 

            荒川 0９0-6429-5379 

 

◆遺言・相続等よろず相談◆ 

●と  き      2 月 9 日 （月）  

                    26 日 (木) 10:00-13:00 

●内  容      遺言、相続等の心配事や 

            手続きについての専門家による 

            無料相談   予約不要（先着順） 

●対  象      一般市民 

●参加費      無料 

●問い合わせ   飯塚市高齢者あんしんサポート 

            松岡 0９48-26-0555 

 

◆スマホ・パソコン初級質問会◆ 

●と  き      2 月 10日 （火） 14:00-16:00 

●内  容      スマホ・パソコン初級者の質問に 

            答えます 

●対  象      一般市民 

●参加費      無料 

●問い合わせ   楽々パソコン 

            高松 0９0-4775-0395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。年末年始は、２日に少し雪が積もりましたが、それ以外は比較的穏

やかな天候でしたので、皆様方もゆっくりとお過ごしになり、新しい年への英気を養われたのではない

かと思います。 

さて、昨年 8月 27 日の説明会でもお伝えしたとおり、今年 4月、市民交流プラザはイイヅカコミュニ

ティセンター（通称コミセン）3階に移転します。 

移転後は、会議室の利用や駐車料金の減免は、コミセンのルールに従っていただくことになり、慣れな

い間は皆様方にお手数をおかけすることになると思います。そこで今号では、移転に関する説明を主要

な記事としております。ぜひご一読いただき、４月以降の利用の参考としていただければと思います。

またご不明な点がありましたら、どうぞご遠慮なく市民交流プラザか市民活動支援課までお問合せくだ

さいますようお願いいたします。 

さて、私がこの欄（そして編集後記）を担当するのは今回で最後になります。移転後はこの SEED も

模様替えをすることになるかもしれませんが、引き続き市民交流プラザをよろしくお願いいたします。

長い間ありがとうございました。 

 

◎ 基本的なルール ◎ 

●市民として、良識ある行動をとってください。  

●プラザ内の政治・宗教・営利活動を禁止します。 

●盲導犬・介助犬などを除き、動物はプラザに入れません。     

●ゴミ類はお持ち帰りください。(来た時よりも美しく！) 

●プラザ利用後の設備・機器等は利用前の状態に戻してください。   

●プラザ内の喫煙・飲酒・食事はできません。 

●プラザ内で起きたけがや事故は、自己の責任において対応をお願いします。 

 

 

 

「市民交流プラザ」のご利用について 

 
「飯塚市市民交流プラザ」は、市民活動の支援、国際交流、大学と連携したまちづくりのための施設です。 

プラザは、広く市民に開放された施設として設けられているものですので、利用にあたっては、 

誰もが気持ちよく便利に使えるようにするためのルールを、以下のように設けています。 

お互いにルールを守ってプラザを活用してください。 

 

 

 新しい年となりました。今年は午年（うまどし）だそうです。年末年始になると、この十二支のことが

話題になります。ちなみに十二支のことを「えと（干支）」と言ったりしますが「干支」は、本来は十二支

と十干…甲、乙、丙、丁…っていうあれですね…、これを組み合わせたもので、ね、うし、とら、う…の

十二支とはちょっと違います。 

 さて、十二支の起源はというと、中国の殷時代（BC17 世紀～BC1046 年）に日付を表す記号として使

い始められたそうで、それは殷時代の甲骨文字に残されています。それが後の戦国時代（BC403年～BC221

年）になると、日付だけでなく、年、月、方角も表すようになっていったようです。 

 つまり元々は日付などを表す記号であり、動物とは何も関係がなかったものです。そうですよね。漢字

は象形文字から発展したものですから、「うま」はどうしたって「馬」であり、「午」ではありませんよね。 

なのに何で動物を当てはめたのかというと、諸説あるようですが、覚えやすくするため、というのが有

力だそうです。それでも何でこの順番で、この動物を、という理由はよくわかりませんが・・・。 

ただ、この理由を説明したおもしろい説話はいろいろあり、「日本昔ばなし」でもやっていたのでご存じ

の方も多いのではないかと思います。 

そして今でも、時刻まで十二支で表した昔ほどではないにしろ、十二支は私たちには身近なものとして

残っています。新しい年にあたって、十二支や干支が生まれた遥かな昔に思いをはせるのも良いことなの

ではないのでしょうか。 
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令和8年4月1日以降の市民交流プラザの利用についてのあらまし 

（はじめに） 

市民交流プラザは、令和 8年 4月 1日、イイヅカコミュニティセンター３階に移転します。移転後の市

民交流プラザは、これまでのようにセミナー室、相談室といった自前の会議室を持たなくなるため、会議

室の利用については、イイヅカコミュニティセンター内の中央公民館の学習室を利用していただくことに

なります。 

 

なお、交流スペース（フリースペース）と作業コーナー（作業室）は、移転後も設置する予定ですので、

利用方法に大きな変更はありません。 

                               ポイント① 

（学習室の予約と使用料減免） 

学習室の利用については、中央公民館の施設であるため、事前に利用許可申請書を中央公民館の管理者

である飯塚市教育委員会（担当：生涯学習課）に提出し、利用許可を得なければなりません。 

 

中央公民館の学習室の利用は、原則として使用料が必要であり、利用許可申請書提出の際に支払う必要

があります。ただし市民交流プラザの利用登録団体は「１ヶ月２回まで、１回３時間まで」を限度に使用

料の減免を受けることができます。 

                             ポイント② 

利用許可申請書の下段にある公民館使用料減免申請書に代表者名を記入し、そこに主管課長の押印をも

らうことで減免となります。 

 

（学習室の予約と使用料減免の手順）            まとめです 

以上の手順をまとめると次のようになります。 

① 生涯学習課で学習室の空き状況を確認し、希望する学習室を仮予約する(電話もしくは生涯学習課窓口)。 

② 仮予約した内容のほか、団体名など必要な事項を利用許可申請書の太枠内に記入する。 

※ 書き損じた場合は訂正印を押印すること。斜線、修正液などによる訂正は認められません。 

③ 同時に利用許可申請の下段にある公民館使用料減免申請書の「代表者名」の欄に代表者名を記入する。 

④ 記入を済ませた利用許可申請書（公民館使用料減免申請書）を市民交流プラザにに提出し、主管課長の

押印をもらう。 

⑤ 押印された利用許可申請書（公民館使用料減免申請書）はおおむね 10 日後に市民交流プラザに返却さ

れるので、これを受け取り、生涯学習課に提出し、利用許可を得る（利用許可書をもらう）。 

※ 減免対象でない場合は利用料を支払う。 

⑥ 利用当日、中央公民館の受付に利用許可書を提示し、中央公民館利用報告書の用紙を受け取り、入室す

る。 

⑦ 利用終了後、中央公民館利用報告書に必要事項を記入し、受付に提出し、利用終了を報告する。 

 

（利用団体登録をお早めに） 

このように使用料の減免を受けるには、市民交流プラザの利用登録団体であることが前提となります。 

現在の利用登録（令和７年度の利用登録）は、令和８年３月３１日で期限切れとなります。 

                                    ・・・ 次項へ続く ・・・ 

前項のとおり令和７年度の利用登録は３月末で期限切れとなりますので、令和８年４月１日以降、中央

公民館の学習室を、減免を受けて利用するには、令和８年度の利用登録を事前に済ませておかなくてはな

りません。 

                                ポイント③ 

 

そこで、市民交流プラザ・市民活動支援課では、現在、利用登録団体の皆様に利用登録団体申請を行っ

ていただくようお願いしています。４月１日以降の利用予約をお考えの皆様は、早めに令和８年度利用登

録団体申請を済ませていただくようお願いいたします。 

 

                          お問い合わせはこちら      利用登録についてのお問い合わせは 

                                市民交流プラザまで 

（問合先等一覧） 

市民交流プラザ あいタウン２階                       ℡ 0948-21-6711 

生 涯 学 習 課 穂波庁舎３階(2 月 13 日(金)まで)         ℡ 0948-22-3274（移転後も変更なし） 

 イイヅカコミュニティセンター（2 月 16 日(月)から） 

 ※ 生涯学習課はイイヅカコミュニティセンターの改修後、2月 16日(月)からイイヅカコミュニティセン 

    ターに移転します。中央公民館のリニューアルオープンは 3月 1日(日)です。 

 

（申請書はどこで？） 

利用許可申請書（公民館使用料減免申請書）は市民交流プラザ・生涯学習課・市民活動支援課に備え付

けているほか、飯塚市ホームページ内の中央公民館のページでダウンロードできます。 

  

 利用登録団体申請書は、市民交流プラザ・市民活動支援課に備え付けているほか、飯塚市ホームページ

内の市民交流プラザのページでダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ NPO等を支援する助成金・セミナー等の情報をお知らせします！! ～ 
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移転後も市民交流プラザをよろしくお願いします !! 


